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申込先ＦＡＸ：029-231-0160  小さな会社のための電子帳簿保存法の対策 受講申込書 

事業所名 
（業種：                      ） 

受講者名   

ご連絡先 電 話  ＦＡＸ  

講師への 
質 問 等 

 

※ご記入いただいた個人情報は、当該事業実施目的以外には使用いたしません。 

10月１日からインボイス制度が開始されると、2024年1月1日から電子帳簿保存法への対応準備が求められ
ます。義務化されてから2年という猶予期間がありましたが、何をすればいいのか分からない事業者の方も多い
のではないでしょうか。特に電子取引に当たる部分の正しい理解と、その対応について、今から社内で決めておく
必要があります。 
本セミナーは、電子帳簿保存法についての簡単な概要と、実際に事業者が取り組むべき電子取引について詳し

く解説いたします。併せて、インボイス制度対策についても特に注意しておくべき部分に絞って少しお話いたしま
すので、対応がまだの事業者さまはぜひご参加ください。 

小さな会社のための 

～インボイス制度対策についてもお話します～ 

電子取引対応は全ての事業者が必要です！ 

岡本啓司税理士事務所 
税理士 

岡本
おかもと

 啓司
け い じ

 氏 

講師プロフィール 
 
平成２４年３月に新潟大学を卒業。平成２４年４
月に税理士法人山田＆パートナーズに入社。勤務
した約 11年間にわたり、相続・事業承継などの資
産承継業務、組織再編コンサルティングを多数提
供。令和 5 年 1 月より岡本啓司税理士事務所を開
設し、資産承継業務を中心に個人・法人向けのコ
ンサルティング業務を幅広く取り扱う。 

講 師 

 

 

１．電子帳簿保存法の概要 
 
２．電子取引とは 
 
３．小さな会社が注意すべきポイント 
 
４．注意すべき インボイス制度実務 

・発行事業者登録が済んだ後に、準備しておくこと 

・特に注意すべき１０月１日から行う実務 
 
※最新情報を盛り込むため内容が変更になる場合がございます。 

セミナーカリキュラム 

令和５年８月８日（火）14:00～16:00 日 時 

会 場 茨城県産業会館・研修室 
（水戸市桜川 2-2-35 茨城県産業会館中２階） 

定 員 ４０名（先着順） 
※定員後にお申込みいただいた場合
は、当方よりご連絡いたします。 

お問合せ 水戸商工会議所・経営支援課 電話：029-224-3315 FAX：029-231-0160 

会員事業所の方は 

 

お申込み 下記申込書に必要事項をご記入のうえＦＡＸ
してください。水戸商工会議所ホームページ
からもお申込み可能です。 

受講料 会員：無料 
非会員：１名１，０００円（税込） 

定員のため、 
申込を締め切りました。 


